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地域の社会的共通資本として 
認められる老健施設に

全老健 副会長、介護老人保健施設愛と結の街 理事長

今村 英仁
　田舎の地元で教育委員を務めています。そこで
出る話題が私たちの業界と同じ悩みを持っている
のに驚きます。
　「少子高齢化」は医療界のみならず教育界にも
影響するので当然ではありますが、世間が思って
いる以上に事態は深刻です。田舎では生徒数の減
少が著しく、小学校の統廃合を進めています。も
ちろん地元の関係者とも十分に話し合いを行い進
めるわけですが、最終的には決められた定数配置
に基づき閉校が行われます。
　委員会では決まって、「学校がなくなると、当
然その地域には若い世代が住まなくなる。すると
生徒数はさらに減少し、新たに閉校する事態を招
き、さらに人が住まなくなる悪循環に陥る」とい
う話が出ます。残念ながら、教育委員会では有効
な策を出せないままです。子育てと少子化対策で
は担当部署が異なり、縦割り行政では協力して解
決しようとはなかなかなりません。
　他方、学校で働く先生方の環境もますます厳し
くなっています。説明責任を果たすために加速度
的に増える書類の山、いじめ問題、PTA活動、
部活動担当などの業務量の増大、さらに、英語教
育やアクティブラーニング導入のための研修活動
など、どれも手を抜けない仕事ですが、一人の教
師に掛かる負担は増大するばかりです。ここに
「働き方改革」の波も押し寄せてきています。
　少子高齢化による利用者減少と人材不足、一方
で説明責任を果たすために増大する業務量に対し
て求められる働き方改革と、私たちの世界と全く
共通の課題をかかえています。
　世界的に著名な経済学者宇沢弘文氏は「社会的
共通資本」の考え方を提唱しました。教育も医療
も、その地域に社会的インフラストラクチャーと
して整備されなければ、まちは成り立ちません。
　現在社会保障改革の下で進められる地域包括ケ

アシステムの構築や、地域医療構想の実行もこの
考え方を基盤としていると考えると、より理解が
しやすくなります。その際に、老健施設は社会的
共通資本として必要なインフラストラクチャーか
という疑問が生じます。
　その回答を考えるにあたり、今回の老健施設の
介護報酬改定について触れます。今回の改定では、
個々の老健施設がその地域で在宅復帰機能と在宅
療養支援機能を発揮するために、その地域の特性
に合わせて様々な手法を組み合わせて行うことが
可能となりました。日本全国一律の金太郎あめ政
策ではなく、地域包括ケアシステムの一翼をしっ
かりと担うために、個々の老健施設が地域の特性
に合わせて手法を選択できる画期的なものになっ
ています。
　このように、今回の改定を読み解くと、先ほど
の回答は老健施設によって異なります。社会的共
通資本として、その地域に必要不可欠な存在とし
て、まちの人々が認める老健施設と、認められな
い老健施設に分かれます。老健施設を単なる施設
と考えて運営すると、社会的共通資本としてその
地域で認められることは決してないでしょう。積
極的にまちに出ていかなくてはなりません。また、
自施設がまちづくりやまちを育てる役割まで果た
せるようにならなければなりません。
　先ほど、教育界で生じている深刻な課題をその
業界だけでは解決困難との話題を出しました。業
界ごとに考えても解決法が見つからないのであれ
ば、その地域の様々な業界が地域住民と一緒に
なって解決法を考えることが必要でしょう。その
際に、地域の老健施設も積極的に参加して、一緒
に悩み、解決法を求めることが自施設の課題解決
にもつながり、さらにその地域の社会的共通資本
として認められることになる―そう考えるのは
楽観的過ぎるでしょうか。
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